
 右の者に対する詐欺被告事件について、差出人 A から押収物仮還付の請求があつ

たので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上、次のとおり決定する。 

   別紙目録記載の物件を、尾道市 a 町 b 丁目 A に仮に還付する。 
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